
民生福祉常任委員会審査日程 
 

 日 時  令和７年１２月３日(水)  

９時から              

場 所  第２委員会室       

 

～審査内容～ 

 

１ 議案第９０号 令和７年度山陽小野田市国民健康保険特別会計補正予算

（第１回）について              （保年） 

 

２ 議案第９２号 令和７年度山陽小野田市後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１回）について              （保年） 

 

３ 議案第９１号 令和７年度山陽小野田市介護保険特別会計補正予算（第２

回）について                 （高齢） 

                  

４ 議案第９９号 山陽小野田市地域包括支援センターの人員等に関する条例

の一部を改正する条例の制定について      （高齢） 

 

５ 議案第１００号 山陽小野田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基

準を定める条例の制定について       （子育て） 

 

６ 所管事務調査 現地視察について 

 

７ 閉会中の継続調査事項について 

 

 

 

 



議案第９９号 資料 

山陽小野田市地域包括支援センターの人員等に関する条例の一部を改正する条例  

 

１  条例改正の趣旨  

介護保険法施行規則及び指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部を改正する省令の施行に伴い、

地域包括支援センター（以下「センター」という。）における職員配置の柔軟化が認められた。  

本市のセンターは市直営で 1 か所の設置となっており、職員配置の柔軟化が必要なかったが、

令和８年度からのセンター業務の一部外部委託に伴い、複数の圏域となることから、これに合わ

せて改正を行うもの。  

 

２  主な改正内容  

 (1) 項ズレの修正  →第１条改正  

 (2) センターにおける職員配置の柔軟化  

  →第４条第１項の改正及び同条に新第２項の追加  

 【具体的な内容】  

①職員の員数について、地域包括支援センター運営協議会が必要と認める場合は、常勤換算方法

によることを可能とする。  

②地域包括支援センター運営協議会が認める場合には、複数のセンターが担当する区域ごとの第

一号被保険者の数を合算した数について、おおむね 3,000 人以上 6,000 人未満ごとにセンター

に配置すべき３職種の常勤の職員の員数を当該複数のセンターに配置することにより、当該一

のセンターがそれぞれ３職種の配置基準を満たすものとする。  

 (3) 略称規定の修正、項の追加の伴う項ズレ修正  →  第４条旧第２項を新第３項に改正  

 (4) 委任事項の追加  →  第６条の追加  



議案第９９号 資料 
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議案第１００号   

山陽小野田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制

定について 

 

１．制定理由  

子ども・子育て支援法の改正により、乳児等通園支援事業（こども誰でも

通園制度）に対応した給付制度として、「乳児等のための支援給付」が創設さ

れ、令和８年４月から開始される。 

本給付の対象となる特定乳児等通園支援事業者が行う事業の運営に関す

る基準（以下「運営基準」という。）については、市町村が条例で定め、その

運営基準を満たしていることの確認を行うこととされている。 

条例の内容については、内閣府令の「特定乳児等通園支援事業の運営に関

する基準」が示されたことから、令和８年４月からの本格実施に向け、「山陽

小野田市特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例（以下

「条例」という。）」を制定するもの。 
 

 

                                  ※こども家庭庁資料より 

２．条例制定に当たっての市の考え方  

 市が条例等で定める基準は、国が示す「従うべき基準」と「参酌すべき基準」

を基に、地域の実情に応じて定めることとされているが、運営基準について、

本市の実情を勘案したところ、国が定める基準と異なる特別な事情等がないこ

とから、国の基準に準じて条例を制定する。 
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３．主な基準  

 〇一般原則（第３条：参酌すべき基準） 

  事業実施において遵守すべき一般原則について規定（全ての子どもの健 

やかな成長、子どもの意思と人格の尊重、地域や家庭等との連携、子ども 

の人権擁護や虐待防止の整備等） 

  

〇利用定員（第４条：従うべき基準） 

  利用定員を定め、利用時間・開所日数・時間などを考慮し、１月当たりの

利用定員を定めること。 

  

〇面談（第５条：従うべき基準） 

  初回利用前に、子どもと保護者の心身の状況・養育環境を把握するための

面談実施、面談前に保護者へ運営規程や職員体制、費用などの重要事項の

通知、面談時に重要事項の説明及び保護者の同意の確認 

 

 〇正当な理由のない提供拒否の禁止（第６条：従うべき基準） 

  利用申込があった場合、正当な理由がない限り、受入を拒んではならない。 

 

 〇心身の状況等の把握（第１０条：参酌すべき基準） 

  支援提供に当たり、子ども・保護者の状況や養育環境、他事業者での利用 

状況などを把握するよう努めること。 

 

 〇支払（第１３条：従うべき基準） 

  特定乳児等通園支援事業の利用に係る費用の支払に関しての規定  

 

 〇相談及び援助（第１７条：参酌すべき基準） 

  常に子ども・保護者の状況を的確な把握に努め、相談に応じて必要な助言

や援助を行うこと。 

 

 〇乳児等支援給付認定保護者に関する市への通知（第１９条：参酌すべき基準） 

  保護者が不正に支給費を受けたり、受けようとしたりした場合は、遅滞な 

く意見を付して市町村に通知すること。 

            

 〇運営規程（第２０条：参酌すべき基準） 

  支援事業の運営に関する重要事項（目的・方針、支援内容、職種・職員体 
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制等）を規程として定めること。 

 

 〇虐待等の禁止（第２５条：従うべき基準） 

子どもに対して児童福祉法で禁じられた行為や心身に有害な行為をして 

はならない。 

 

 〇秘密保持等（第２６条：従うべき基準） 

職員・管理者は、正当な理由なく業務上知り得た子どもや家族の秘密を漏 

らなしてはならない。また、子どもに関する情報をその他の機関に提供す

る際には、事前に保護者の同意を得なければならない。 

 

 〇苦情解決（第２９条：参酌すべき基準） 

  事業者は、苦情に迅速・適切に対応するため、記録等をとり、窓口の設置

や市が実施する調査等に協力するなど必要な措置を講じなければならない。 

 

 〇事故発生の防止及び発生時の対応（第３１条：従うべき基準） 

  事故防止のため、指針整備、報告・分析体制の整備、委員会設置や研修を 

  行うこと。 

 

４．根拠法令等  

  子ども・子育て支援法第５４条の３において準用する同法第４６条第３項 

 

５．施行日  

令和８年４月１日から 

 

（参考）  

〇「従うべき基準」  

必ず適合させなければならない基準。法令の「従うべき基準」と異なる内 

容を定めることは許容されないが、当該基準に従う範囲内で、地域の実情 

に応じた内容を定めることは許容  

 

〇「参酌すべき基準」  

十分参照しなければならない基準。法令の「参酌すべき基準」を十分参照 

した結果であれば、地域の実情に応じて異なる内容を定めることは許容 



閉会中の継続調査事項について 

 

委 員 会 名 調 査 事 項 調 査 期 間 

民生福祉常任委員会 

・戸籍及び住民記録に関すること。 

・支所及び出張所に関すること。 

（民生福祉常任委員会所管部分に限る。）。 

・防犯及び再犯防止に関すること。 

・交通安全に関すること。 

・広聴に関すること。 

・消費生活に関すること。 

・廃棄物の減量及び処理に関すること。 

・環境保全及び公害防止に関すること。 

・火葬場に関すること。 

・空き家等の適正管理及び利活用に関すること。 

・証明書コンビニ交付に関すること。 

・マイナンバーカードに関すること。 

・成年後見制度の利用促進に関すること。 

・環境衛生に関すること。 

・健康福祉行政の総合調整に関すること。 

・社会福祉に関すること。 

・福祉事務所に関すること。 

・国民健康保険、後期高齢者医療及び国民年金

に関すること。 

・健康増進に関すること。 

・介護保険に関すること。 

・在宅介護者支援に関すること。 

・保健衛生に関すること。 

・保育所に関すること。 

・子育て支援に関すること。 

・障害者・高齢者福祉に関すること。 

・スマイルエイジングに関すること。 

・児童館に関すること。 

・児童クラブに関すること。 

・福祉センターに関すること。 

・高齢者福祉優待バス乗車証に関すること。 

・病院経営に関すること。 

・地域医療に関すること。 

・在宅医療介護連携に関すること。 

・急患診療に関すること。 

・新型コロナウイルス感染症に関すること 

（民生福祉常任委員会所管部分に限る。）。 

令和８年３月

定例会前日ま

で継続して閉

会 中 調 査 す

る。 

 


